
議案第２号参考資料 

山陽小野田市児童生徒就学援助費支給規則新旧対照表 

 

           改  正  後 改  正  前 

（認定） 

第６条 就学援助費の支給要件に該当する者は、就学援助費の支給を受けよう

とするときは、その支給を受ける資格を有することについての認定を教育委員

会に申請し、その認定を受けなければならない。 

２ 前項の規定による認定の申請は、市が指定する電子申請フォームによる申

請又は就学援助認定申請書（様式第１号）（就学前に新入学児童生徒学用品

購入費の支給を受けようとするときは、新入学児童生徒学用品購入費認定申

請書（様式第１号の２））に申請者の属する世帯の全ての世帯員の所得を証

明する書類を添えて、教育委員会に提出することによって行わなければなら

ない。ただし、教育委員会は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によ

って確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。 
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様式第１号（第６条関係） 

 

様式第１号（第６条関係） 



様式第１号の２（第６条関係） 

 

様式第１号の２（第６条関係） 



附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 


